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参考資料１ 廃棄物処理状況の推移 
（１） ごみの収集状況 

年度 
人 口 

(人) 

世帯数 

（世帯） 
ごみ総量 普通ごみ 資源ごみ 

容器包装 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

大掃除 

粗大ごみ 

昭 30 2,547,316 580,006 314,247 203,326 － － 7,282 

40 3,156,222 852,825 803,462 354,078 － － 38,679 

50 2,778,987 907,749 1,330,099 541,978 － － 22,628 

60 2,636,249 976,978 1,808,023 579,314 － － 44,435 

平元 2,637,434 1,038,353 2,056,366 636,828 － － 60,007 

5 2,595,584 1,078,307 2,062,351 637,588 2,333 － 78,296 

10 2,596,276 1,141,825 1,871,320 633,178 27,430 － 73,952 

15 2,619,955 1,218,318 1,664,902 566,553 25,091 5,222 17,877 

20 2,650,670 1,289,751 1,388,971 442,360 28,617 22,687 12,463 

25 2,683,487 1,353,240 1,070,615 368,549 25,777 20,513 12,688 

30 2,725,006 1,412,983 993,336 332,542 24,443 19,026 16,096 

令元 2,740,202 1,437,612 989,503 324,618 24,193 19,043 17,964 

2 2,750,995 1,458,859 915,674 325,754 25,632 20,206 19,877 

3 2,750,835 1,483,413 917,173 319,306 25,084 20,418 19,626 

4 2,756,807 1,506,249 929,685 304,735 23,696 19,579 19,021 

5 2,770,520 1,530,572 929,649 291,864 22,501 18,787 18,038 

6 2,791,907 1,563,504 936,612 284,395 21,929 18,247 17,922 

（注）1．人口、世帯数は、各年度とも 10 月１日現在のものである。 

2．持込ごみには、本市施設ごみを含む。不法投棄ごみには、市民協力ごみを含む。 

3．昭和 45 年 10 月１日から粗大ごみ収集開始。 

4．昭和 55 年度以降、道路清掃には、人力除草ごみを含む。 

5．平成３年 10 月１日から南港ポートタウンで資源ごみ（空き缶・空きびん）ポスト回収開始。（平成９年 10 月１日から

ペットボトル追加）（平成 17年３月ポスト回収終了） 

6．資源ごみには、平成３年 10 月１日から開始した環境事業センター等での拠点回収（乾電池等）を含む。 
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古紙 

衣類 
業者ごみ 持込ごみ 臨時ごみ 道路清掃 街頭ごみ 不法投棄 河川清掃 年度 

－ 48,544 －  27,840 24,416 － － 2,839 昭 30 

－ 270,564 84,704 1,587 23,679 － 27,032 3,139 40 

－ 637,727 77,987 3,665 22,217 1,751 11,776 10,370 50 

－ 1,039,384 109,688 6,714 8,414 2,037 8,852 9,185 60 

－ 1,207,840 115,811 7,356 7,871 2,092 9,463 9,098 平元 

－ 1,204,811 104,807 8,726 7,317 2,087 10,628 5,758 5 

－ 1,001,336 96,750 8,700 8,705 2,333 13,714 5,222 10 

－ 919,208 95,724 8,266 5,551 2,367 13,880 5,163 15 

－ 827,009 32,073 6,617 3,833 2,261 7,165 3,886 20 

8,743 612,190 14,916 648 1,643 － 4,797 146 25 

19,917 559,998 12,418 538 1,515 － 6,733 110 30 

18,946 566,733 12,442 61 1,673 － 3,674 156 令元 

19,418 487,775 11,227 42 1,689 － 3,893 161 2 

20,253 497,437 10,156 30 1,639 － 3,104 120 3 

19,909 526,842 10,917 28 1,756 － 3,079 109 4 

18,642 545,361 9,541 49 1,759 － 2,979 111 5 

18,631 561,194 9,692 72 1,746 － 2,637 129 6 

7．平成４年 10月１日から３区で資源ごみ（空き缶・空きびん）収集開始。(平成６年 10月１日から全区で実施（空き缶・空き
びん・金属製の一部食生活用品）)（平成９年 10 月１日からペットボトル追加）（平成 19年４月１日から金属製の生活用品追
加） 

8．平成 13 年 10 月１日から４区で容器包装プラスチック収集開始。（平成 15 年 10 月１日から 11 区に拡大、平成 17 年４月１日
から全区で実施） 

9．平成 21 年度以降、道路清掃には、街頭ごみを含む。 

10．大掃除、粗大ごみには、小物金属類（平成 23年 10月 1 日から収集、平成 26 年３月末収集終了）を含む。 
11．平成 25年２月１日から６区で古紙・衣類分別収集開始。(平成 25年 10 月１日から全区で実施) 

 
 
 

  

（単位:ｔ） 
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(t) 

 年 度 

(t) (%) (t) (t) 

（２） ごみの処分状況 

 

 

総処理量 

 

埋立 

内 訳(t)  

焼 却 

 

プレス他 

 

内 訳(t) 

直接埋立 焼却残さい 

 

旧工場 

 

住之江工場 西淀工場 鶴見工場 

昭 30 314,247 234,507 234,507  44,640 14.2 35,100 79,740 － － － 

40 803,462 563,246 480,980 82,266 322,241 40.1 241 84,099 85,834 84,539 68,010 

50 1,330,099 604,971 255,520 349,451 948,981 71.3 125,598 125,598 91,242 113,831 134,049 

60 1,808,023 720,447 335,981 384,466 1,472,042 81.4 － － 83,891 110,286 132,530 

平元 2,056,366 763,481 314,097 449,384 1,738,846 84.6 － － 198,970 120,660 168,652 

5 2,062,351 708,010 243,710 464,300 1,811,112 87.8 － － 186,672 121,624 204,730 

10 1,871,320 511,556 135,093 376,463 1,708,158 91.3 － － 179,175 199,672 182,196 

15 1,664,902 334,576 － 334,576 1,634,090 98.1 － － 146,369 181,225 172,062 

20 1,388,971 270,467 － 270,467 1,345,876 96.9 － － 122,360 156,115 152,786 

25 1,070,615 173,021 － 173,021 1,020,778 95.3 － － 132,555 135,974 155,367 

30 993,336 142,297 － 142,297 933,748 94.0 － － 0 152,341 159,462 

令元 989,503 143,324 － 143,324 930,525 94.0 － － 0 149,117 158,191 

2 915,674 135,087 － 135,087 854,755 93.3 － － 0 135,787 153,992 

3 917,173 128,216 － 128,216 856,493 93.4 － － 0 139,401 155,397 

4 929,685 133,007 － 133,007 871,241 93.7 － － 21,696 136,849 155,286 

5 929,649 127,564 － 127,564 874,048 94.0 － － 128,511 150,467 0 

6 936,612 129,259 － 129,259 881,622 94.1 － － 122,196 145,188 0 
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 資 源 化 

 (t)  (%) 

 資源集団回収 
 年 度 

 (t)    (t)   

内 訳(t)  市民・事業者による資源化  

八尾工場 森之宮工場 平野工場 東淀工場 港工場 南港工場 大正工場 舞洲工場 
 オフィスビル 

などでの 

リサイクル 

－ － － － － － － － － － － － 昭 30 

－ － － － － － － － － － － － 40 

60,846 258,427 136,534 154,052 － － － － － － － － 50 

48,590 262,886 155,165 176,432 172,664 145,738 183,860 － － － － － 60 

44,750 274,540 164,585 192,490 196,792 180,010 197,397 － 3,423 0.1 － － 平元 

57,317 290,528 174,853 200,320 193,683 179,515 201,870 － 7,529 0.4 － 67,834 5 

80,946 253,764 131,083 175,825 179,452 144,763 181,282 － 28,069 1.5 － 132,873 10 

48,696 206,414 219,840 － 153,765 122,959 152,052 230,708 30,812 1.9 25,345 157,837 15 

27,021 163,347 201,543 － 127,177 50,466 123,501 221,560 43,095 3.1 35,972 185,356 20 

2,570  － 192,756 108,514 － － 120,618 172,424 49,837 4.7 40,932 245,952 25 

64,712 － 197,332 125,126 － － － 234,775 59,588 6.0 41,636 290,059 30 

81,751 － 229,833 125,514 － － － 186,119 58,978 6.0 42,692 292,580 令元 

71,779 － 208,496 114,002 － － － 170,699 60,919 6.7 39,930 256,537 2 

55,531 － 207,879 112,575 － － － 185,709 60,680 6.6 44,448 303,606 3 

121,493 － 237,804 116,151 － － － 203,256 58,444 6.3 37,618 259,249 4 

80,246 － 229,006 117,026 － － － 168,793 55,601 6.0 35,437 253,677 5 

155,945 － 247,414 111,430    223,320 54,992 5.9 33,126 260,917 6 

 
（注）1．旧工場は、木津川焼却場（昭和 37 年大正工場に併合、昭和 41 年廃止）、大正工場（バッチ式焼却工場、昭和 34 年

設置、昭和 46 年廃止）、寝屋川工場（昭和 37年寝屋川焼却場から改称、昭和 40年廃止）及び大正工場圧縮処理（昭

和 47年竣工、昭和 55年廃止） 
2．資源化については、大正工場(～平成 25 年度)及び舞洲工場の破砕施設の金属回収量のほか、選別処理後の資源ごみ
（空き缶、空きびん、金属製の生活用品、ペットボトル）及び容器包装プラスチック、古紙・衣類収集量、拠点回収

量（乾電池等）を含む。 
3．処理量には、告示産業廃棄物、他都市ごみ及び震災がれきを含まない。 
4．総処理量＝直接埋立＋焼却＋プレス他＋資源化 

5．資源集団回収量には平成 26 年度からコミュニティ回収量を含む。 

 



115 

 (kl)  (kl)       (%) 

(%) 

 

 (kl)       (%) 

(%) 

 

 (kl)       (%) 

(%) 

 

（３） し尿の処分状況 

年 度 総処理量 直 営 委 託 許 可 

昭 30 954,375 20,760 2.0 933,615 97.8 － － 

40 1,048,941 125,614 12.0 923,326 88.0 － － 

50 178,574 178,574 100 － － － － 

60 18,996 18,996 100 － － － － 

平元 6,439 － － 6,439 100 － － 

5 2,428 － － 1,422 58.6 1,006 41.4 

10 2,294 － － 902 39.3 1,392 60.7 

15 1,798 － － 535 29.8 1,263 70.2 

20 1,932 － － 403 20.9 1,529 71.1 

25 1,360 － － 118 8.7 1,242 91.3 

30 2,229 － － 98 4.3 2,131 95.7 

令元 2,151 － － 102 4.7 2,049 95.3 

2 1,774 － － 118 6.6 1,656 93.4 

3 2,985 － － 92 3.0 2,893 97.0 

4 3,260 － － 73 2.4 3,187 97.6 

5 3,125 － － 97 3.2 3,028 96.8 

6 4,989 － － 85 1.7 4,904 98.3 

    
 
 
 
 
 
 

  

（注）1．平成２年度からは、仮設便所分を許可事業者に転換している。 
   2．平成４年度からは、多量排出事業所分を許可事業者に転換している。s 
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 (kl) 

  

    

332,609 34.9 58,417 6.1 563,349 59.0 － － 昭 30 

34,234 3.3 － － 873,593 83.3 141,114 13.4 40 

869 0.5 － － 39,771 22.3 137,934 77.2 50 

6 0.1 － － － － 18,990 99.9 60 

－ － － － － － 6,439 100 平元 

－ － － － － － 2,428 100 5 

－ － － － － － 2,294 100 10 

－ － － － － － 1,798 100 15 

－ － － － － － 1,932 100 20 

－ － － － － － 1,360 100 25 

－ － － － － － 2,229 100 30 

－ － － － － － 2,151 100 令元 

－ － － － － － 1,774 100 2 

－ － － － － － 2,985 100 3 

－ － － － － － 3,260 100 4 

－ － － － － － 3,125 100 5 

－ － － － － － 4,989 100 6 

 

農 地 還 元 海 洋 投 入 下 水 道 流 注 消 化 槽 処 理 

処    理    内    訳 

年 度 

 (kl)  (kl)  (kl)  (%)  (%)  (%)  (%) 


